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浅 口 市 分 別 収 集 計 画 

令和４年６月 

１ 計画策定の意義 

 

  キラリと光る未来そうぞうワクワク都市を形成していくためには、目先の利便性を追

求した大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済やライフスタイルを見直し、

地球環境と調和を図りながら循環型社会を形成していく必要がある。そのためには社会

を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

  現在、廃棄物処理施設の確保は非常に困難なものとなっており、最終処分場の埋立容

量についても限りがある。また、地球上の資源は限られ、我が国にはその資源も少ない

ため、その多くを輸入に頼らざるを得ないのが実情である。こうした状況の中、従来の

燃やして埋める処理から、使用済みのものをごみとして捨てるのではなく、その有用性

に着目して循環資源として捉え直し、循環的利用を図り、環境負荷が低減された循環型

社会の構築に向けた取り組みを行っていくことが求められている。 

  本計画はこのような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の概ねを占める容器包装廃棄

物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リ

サイクル）を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの

役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべ

ての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

  本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進するとともに、廃棄物の減量や最

終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・ ごみ発生及び排出抑制、再使用、循環的利用３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を基本

とし資源の有効利用を図り、廃棄物の適正処理を推進する。 

・ 環境負荷を低減するため、市民、事業者、行政が一体となって、それぞれの役割と責任を果

たしながら積極的な取組を推進する。 

・ 近隣市町との連携、協力を図り、広域的な分別収集を推進する。 

・ 民間リサイクル業者の活用等について検討し分別収集に必要な施設の確保を目指す。 

 

３ 計画期間 

 

   本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に改定する。 
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４ 対象品目 

 

   本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶

色、緑色、その他）、紙パック、ダンボール、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。

また、廃棄物分別収集として、新聞紙・折込広告、雑誌・本・雑紙、電池類、布類、使用済小型

電子機器、蛍光管を対象とする。 

 

５ 各年度おける容器包装廃棄物の排出量見込み（法第８条第２項第１号） 

 

 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

容器包装廃棄物 １，９６４ ｔ １，９４２ ｔ １，９２１ ｔ １，９００ ｔ １，８７９ ｔ 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

 

   容器包装廃棄物の排出の抑制を図るため、以下の方策を実施する。なお、実施するに当た

っては市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互の協力・連携を

図ることが重要である。 

  

・ 環境教育、啓発活動の充実 

環境教育の一環として、学校や地域社会の場における副読本等を活用した環境教育、

学校給食におけるリサイクルの取組や、ごみ処理施設の見学会などあらゆる機会を活用し、

市民、事業者に対して、ごみ排出量の増大、最終処分場のひっ迫、処理経費の急増等ごみ

処理の厳しい状況についての情報を提供し、認識を深めてもらう。さらに、３Ｒ（リデュース、

リユース、リサイクル）を基本とし、ごみの排出抑制、分別排出、再生利用の意義及び効果、

ごみの適切な出し方に関する教育啓発活動に積極的に取り組む。 

広報誌、ホームページ等を活用したごみ減量化の情報の発信を図る。 

・ 資源回収推進団体報奨金制度 

自主的に資源回収活動を実施するＰＴＡ、町内会、子ども会等市民団体を対象に報奨金 

を交付することにより、活動を推進し、資源の再利用及びごみの減量化を図る。 

・ 過剰包装の抑制 

過剰包装を求めないよう消費者意識の啓発に努めるとともに、買い物袋（マイバック）持参

の徹底、小売店等に対する過剰包装の自粛について、関係団体を通じて要請する。 

・ 再使用・再生品利用の促進 

リターナブル容器や再生資源を原材料とした製品の積極的な利用の促進を関係団体等 

    へ要請する。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区別（法第８条第２項第３号） 

 

最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収 

集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

また、市民の協力度、市が有する再生施設、収集機材などを勘案し、収集に係る分別の区分

は下表右欄のとおりとする。 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収 集 に 係 る 分 別 の 区 分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶類 

主として             無色ガラス製容器 

ガラス製の           茶色ガラス製容器 

容器               緑色ガラス製容器 

        青・黒色（その他）ガラス製の容器 

びん類 

主として紙製の容器包装であって飲料を充て

んするためのもの（原材料としてアルミニウムが

利用されているものを除く） 

 

紙パック 

主としてダンボール製の容器包装 ダンボール 

主としてポリエチレンテレフタレート(PET)製の

容器包装であって飲料又はしょうゆ等を充てん

するためのもの 

 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 
プラスチック製容器包装 

 

分別収集する廃棄物の種類 収 集 に係 る分 別 の区 分 

主として新聞紙並びに折込広告 新聞紙・折込広告 

主として紙製品のものであって上記以外のもの 雑誌・本・雑紙 

電池類 乾電池 

布類 布類 

使用済小型電子機器 使用済小型家電 

蛍光管 蛍光管 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 

 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  

主としてスチール製の容器 ２１ ｔ ２０ ｔ ２０ ｔ ２０ ｔ ２０ ｔ  

主としてアルミ製の容器 ３６ ｔ ３５ ｔ ３５ ｔ ３４ ｔ ３４ ｔ  

無色のガラス製容器 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

８１ ｔ ８０ ｔ ７９ ｔ ７８ ｔ ７７ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

０ ｔ ８１ ｔ ８０ ｔ ０ ｔ ７９ ｔ ０ ｔ ７８ ｔ ０ ｔ ７７ ｔ ０ ｔ  

茶色のガラス製容器 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

５４ ｔ ５３ ｔ ５３ ｔ ５２ ｔ ５１ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

０ ｔ ５４ ｔ ５３ ｔ ０ ｔ ５３ ｔ ０ ｔ ５２ ｔ ０ ｔ ５１ ｔ ０ ｔ  

その他のガラス製容器 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

２７ ｔ ２７ ｔ ２６ ｔ ２６ ｔ ２６ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

０ ｔ ２７ ｔ ２７ ｔ ０ ｔ ２６ ｔ ０ ｔ ２６ ｔ ０ ｔ ２６ ｔ ０ ｔ  

主として紙製の容器であって

飲料を充てんするためのもの

(原材料としてｱﾙﾐﾆｳﾑが利

用されているものを除く。) 

６ ｔ ６ ｔ ６ ｔ ６ ｔ ６ ｔ  

主としてﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ製の容器 １３２ ｔ １３０ ｔ １２９ ｔ １２７ ｔ １２６ ｔ  

主として紙製の容器包装で

あって上記以外のもの 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

０ ｔ ０ ｔ ０ ｔ ０ ｔ ０ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

０ｔ ０ ｔ ０ｔ ０ ｔ ０ｔ ０ ｔ ０ｔ ０ ｔ ０ｔ ０ ｔ  

主としてﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ

（ＰＥＴ）製の容器であって飲

料又はしょうゆその他主務大

臣が定める商品を充てんす

るためのもの 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

６３ ｔ ６２ ｔ ６１ ｔ ６１ ｔ ６０ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

０ｔ ６３ ｔ  ０ｔ ６２ ｔ ０ｔ ６１ ｔ  ０ｔ ６１ ｔ  ０ｔ ６０ ｔ  

主としてﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の容器包

装であって上記以外のもの 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

１２７ ｔ １２６ ｔ １２５ ｔ １２３ ｔ １２２ ｔ  

(引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

１２７ ｔ ０ｔ １２６ ｔ ０ｔ １２５ ｔ ０ｔ １２３ ｔ ０ｔ １２２ ｔ ０ｔ  

  

（うち白色トレイ） 

(合計) (合計) (合計) (合計) (合計)  

  ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ  

  (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量) (引渡量) (独自処理量)  

  ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ  
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

 特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項規定する主務省令で 

定める物の量の見込み 

    ＝ 直近年度分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

 また、人口変動率は、浅口市人口ビジョンにおける戦略人口の推計を基準とする。 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

３１，４５９人 

（前年度比） 

９８．９％ 

３１，１１６人 

（前年度比） 

９８．９％ 

３０，７７３人 

（前年度比） 

９８．９％ 

３０，４３９人 

（前年度比） 

９８．９％ 

３０，１０５人 

（前年度比） 

９８．９％ 

 

１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

    分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

    

分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 選別・保管等・段階 

金

属 

スチール製容器 
缶 類 委託による月 2 回回収 廃棄物再生事業者 

アルミ製容器 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

びん類 委託による月 2 回回収 一部事務組合 
茶色のガラス製容器 

緑色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙 
 

類 

飲料用紙製容器 紙パック 委託による月 2 回回収 廃棄物再生事業者 

ダンボール ダンボール 委託による月 2 回回収 廃棄物再生事業者 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル 委託による月 2 回回収 廃棄物再生事業者 

その他のプラスチック製

容器包装 

プラスチック 

製容器包装 
委託による月 2 回回収 一部事務組合 
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１１ 分別収集の用に供する施設の設備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

缶類、新聞紙・折込広告、ダンボール、雑誌・本・雑紙、紙パック、乾電池については廃棄

物再生事業者に引取りを依頼している。ペットボトルについても、平成２８年度から廃棄物再

生事業者に引取りを依頼している。ガラスびん、プラスチック製容器包装、布類については、

広域管内のリサイクルプラザにて処理している。また、使用済小型電子機器については、鴨

方地域・金光地域・寄島地域にて拠点回収を行っている。 

 

分別収集の用に供する施設整備計画 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 
缶 類 

プラスチックコンテナ 

ナイロン製ネット 
パッカー車 廃棄物再生事業者 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

びん類 
プラスチック 

コンテナ 
ダンプ車 

リサイクルプラザ〔岡山県西

部衛生施設組合〕：選別・圧

縮・保管 

廃棄物再生事業者 

茶色のガラス製容器 

緑色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

飲料用紙製容器 紙パック 十文字に縛る ダンプ車 廃棄物再生事業者 

ダンボール ダンボール 十文字に縛る パッカー車 廃棄物再生事業者 

ペットボトル ペットボトル ナイロン製ネット パッカー車 

 

廃棄物再生事業者 

 

 

その他のプラスチック

製容器包装 

 

 

プラスチック製 

容器包装 

 

 

ナイロン製ネット 

 

 

パッカー車 

リサイクルプラザ〔岡山県西

部衛生施設組合〕 

：選別・圧縮・保管 

廃棄物再生事業者 
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１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第２項第７号） 

 

・ 市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に

進めていくため、市民や事業者、行政からなる廃棄物減量等推進審議会を設置し、推進体

制を整備している。 

・ 自治会等市民団体による集団回収を促進するため、奨励金の交付などの支援を行う。 


